
－21－ 

 会計処理の変更 

 

  固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成 14年 8 月 9 日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第 6号 平成 15 年 10月 31 日）が平成 16 年 3月 31 日に終了する連

結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間連結会計期

間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

これにより税金等調整前中間純利益が1,848 百万円減少しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

 

 

 追加情報 

 

  ① 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15 年法律第 9 号）が平成 15 年 3 月 31 日に公

布され、平成 16 年 4月 1 日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年 2月 13日 企業会計基準委員会 実務対応報告

第 12 号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、その他事業営業費用に計上

しております。 

    この結果、その他事業営業費用が 95 百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益が、95 百万円減少しております。 

 

  ② 当中間連結会計期間より、連結子会社に含めた仁賀保高原風力発電㈱、㈱グリーンパワー

くずまき及び㈱ドリームアップ苫前の風力発電設備は電気事業会計規則に基づき「電気事業

固定資産－水力発電設備」に計上しております。 


